
　
　
　
　
　
　

法
学
会
会
員
研
究
活
動
報
告
（
二
〇
一
四
年
四
月
～
二
〇
一
五
年
三
月
）

一　

著
書
・
編
著

二　

論
文

三　

判
例
研
究
・
批
評

四　

書
評

五　

翻
訳

六　

六
法
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

八　

学
会
活
動
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法
律
学
科

　
　

安　

部　

哲　

夫

二　

論
文

　

⑴　
「
再
犯
防
止
対
策
の
推
進
と
刑
事
政
策
の
課
題
」
罪
と
罰
五
一
巻
三
号
（
平
成
二
六
年
六
月
）
五
頁
―
一
九
頁

　

⑵�　
「
児
童
買
春
と
児
童
ポ
ル
ノ
の
規
制
」
女
性
犯
罪
研
究
会
編
『
性
犯
罪
・
被
害
―
―
性
犯
罪
規
定
の
見
直
し
に
向
け
て
―
―
』

尚
学
社
（
平
成
二
六
年
六
月
）
一
九
六
頁
―
二
〇
八
頁

　

⑶　
「
ド
イ
ツ
の
行
刑
に
お
け
る
社
会
治
療
処
遇
の
動
向
」
犯
罪
と
非
行
一
七
九
号
（
平
成
二
七
年
三
月
）
二
〇
九
頁
―
二
二
二
頁

七　

そ
の
他

　

⑴　

茨
城
県
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
（
委
員
長
）

　

⑵　

長
野
県
子
ど
も
を
性
被
害
か
ら
守
る
専
門
委
員
会
（
副
委
員
長
）

八　

学
会
活
動

　

⑴�　
「
犯
罪
学
と
教
育　

ビ
デ
オ
・
ウ
ェ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン　

座
長
」
第
五
一
回
日
本
犯
罪
学
会
総
会
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
一
一
日

於
東
京
・
一
ツ
橋
講
堂
）

　

⑵　

日
本
犯
罪
学
会
理
事

　

⑶　

日
本
被
害
者
学
会
理
事
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石　

井　

保　

雄

一　

著
書

　

⑴　

分
担
執
筆

　
　

�　

毛
塚
勝
利
ほ
か
〔
編
〕『
ア
ク
チ
ャ
ル
労
働
法
』
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
四
・
四
・
二
〇　

第
一
五
章
「
労
働
組
合
と
組
合
活
動
」

二
四
二
―
二
六
五
頁

　

⑵　

共
編
著

　
　
　

毛
塚
勝
利
教
授
古
稀
記
念
『
労
働
法
理
論
変
革
へ
の
模
索
』
信
山
社
、
二
〇
一
五
・
二
・
二
六

　
　

�　
「
戦
前
わ
が
国
に
お
け
る
労
働
関
係
の
法
的
把
握
―
―
雇
傭
契
約
と
労
働
契
約
を
め
ぐ
る
学
説
の
展
開
―
―
」
同
前
書
一
九
九

―
二
三
一
頁

二　

論
文

　

⑴�　
「
わ
が
国
労
働
法
学
の
黎
明
―
―
昭
和
年
代
前
期
に
お
け
る
孫
田
秀
春
の
足
跡
を
た
ど
る
―
―
」
獨
協
法
学
九
三
号

（
二
〇
一
四
・
四
）
四
五
―
一
五
一
頁

　

⑵�　
《La�determ

ination�des�conditions�collectives�de�travail�dans�lʼentreprise�au�Japon:�le�règlem
ent�interieur�et�

la �m
odification �des �conditions �de �ttavail

》�in�D
om

inic�Roux�(ed.),�A
utonom

ie�collective�et�droit�du�travail,�

M
élanges �en �lʼhonneur �du �professeur �Pierre �V

erge, �Les �Presses �de �lʼU
niversité �Laval, �CA

N
A
D
A
, �décem

bre �

2014,�pp.�397-425.
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三　

判
例
研
究

　
　

�　
「
雇
用
保
険
法
上
の
『
労
働
者
』
を
い
か
に
捉
え
る
か
：
大
阪
西
公
共
職
安
所
長
（
日
本
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
）
事

件
（
福
岡
高
判
平
二
五
・
二
・
二
八
判
例
時
報
二
二
一
四
号
一
一
一
頁
）」
労
働
法
律
旬
報
一
八
三
六
（
二
〇
一
五
・
三
・

二
五
）
号
五
〇
―
五
八
頁

七　

そ
の
他

　

⑴�　
《Les�transform

ations�et�lʼavenir�du�droit�du�travail�vus�du�Japon

》、
獨
協
法
学
九
三
号
三
四
二
（
四
二
一
）
―

三
一
六
（
四
四
七
）
頁

　

⑵�　
「
巻
頭
言
／
労
働
と
法
―
私
の
論
点
／
日
本
労
働
法
学
事
始
め
探
索
・
余
聞
―
末
弘
厳
太
郎
『
労
働
法
制
』
開
講
を
め
ぐ
っ
て
・

再
論
」
労
働
法
律
旬
報
一
八
三
五
（
二
〇
一
五
・
三
・
一
〇
）
号
四
―
五
頁

　
　

市　

川　

須
美
子

一　

著
書
・
編
著

　
　

�　

共
著『
教
育
法
の
現
代
的
争
点
＝Contem

porary�Issues�of�the�Education�Law

』（
日
本
教
育
法
学
会
編　

法
律
文
化
社
、

二
〇
一
四
）

六　

六
法
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

　
　
　

共
編
『
教
育
小
六
法　

平
成
二
七
年
版
』（
学
陽
書
房
二
〇
一
五
年
一
月
）

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他
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�　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
『
日
本
教
育
法
学
会
会
長
・
市
川
須
美
子
氏
に
聞
く　

地
方
教
育
行
政
法
、
学
校
教
育
法
、
国
立
大
学
法
人
法

改
正
の
問
題
点
と
今
後
の
課
題
』
掲
載
誌　

季
刊
教
育
法　
（
一
八
二
）
二
〇
一
四
年
九
月
、
六
〇
―
六
七
頁

　
　

小　

川　
　
　

健

三　

判
例
研
究
・
批
評

　

⑴�　

新
・
国
際
商
事
仲
裁
関
係
判
例
紹
介
84
：
フ
ラ
ン
ス
判
例
（Pourvoi�n

°�11-11.�320,�1re�Civ.,�28�m
ars�2013,�M

.�M
.�

Rouger� ès-qualité� m
andataire� ad� hoc� de� la� Sté� Elf� N

eftegaz� c/� M
.� J.-P.� M

attei;� Bull.� 2013� I� n

°�393.

）
Ｊ
Ｃ
Ａ

ジ
ャ
ー
ナ
ル
六
一
巻
六
号
（
平
成
二
六
（
二
〇
一
四
）
年
六
月
）
八
二
―
八
三
頁
（
単
著
）

　

⑵�　

新
・
国
際
商
事
仲
裁
関
係
判
例
紹
介
88
：
フ
ラ
ン
ス
判
例
（Pourvoi�n

°�12-25.�266,�1re�Civ.,�20�nov.�2013,�SA
S�Saica�

Pack� France� c/� Sté.� A
utom

ation� Group;� Bull.� 2013� I� n

°�222,�p.�220.

）
Ｊ
Ｃ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
六
一
巻
一
〇
号
（
平
成

二
六
（
二
〇
一
四
）
年
一
〇
月
）
九
二
―
九
三
頁
（
単
著
）

　

⑶�　

新
・
国
際
商
事
仲
裁
関
係
判
例
紹
介
92
：
フ
ラ
ン
ス
判
例
（Pourvoi�n

°�12-25.�244,�2e�Civ.,�3�oct.�2013,�M
.D

.�M
onnot�

�c/�Sté.�A
xa�France�vie;�Procédure�2013,�com

m
.�348,�note�L.�W

eiller.

）
Ｊ
Ｃ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
六
二
巻
二
号
（
平
成

二
七
（
二
〇
一
五
）
年
二
月
）
八
六
―
八
七
頁
（
単
著
）
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小　

栁　

春
一
郎

一　

著
書
・
編
著

　
　

�　
（
編
著
）『
災
害
：
法
文
化
叢
書
』（「
は
し
が
き
」（
九
―
二
〇
頁
）
及
び
「
大
規
模
災
害
と
借
地
借
家
：
罹
災
都
市
借
地
借
家

臨
時
処
理
法
廃
止
と
「
大
規
模
な
災
害
の
被
災
地
に
お
け
る
借
地
借
家
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
の
制
定
」（
九
三
―
一
二
一
頁
））

国
際
書
院
、
二
〇
一
四
年
一
一
月

二　

論
文

　

⑴�　
《Les�droits�subjectifs�et�la�responsabilité�civile�en�droit�japonais

》,�p.�183-200,�in,�Les�notions�fondam
entales�

du�droit�civil:�regards�croisés�franco-japonais,�sous�la�direction�scientifique�de�D
enis�M

A
ZEA

U
D
,�M

ustapha�

M
EK

K
I,�N

aoki�K
A
N
A
Y
A
M

A
�et�T

akashi�Y
O
SH

ID
A
,�Librairie�Générale�du�D

roit�et�de�la�Jurisprudence,�

M
ay �2014

　

⑵�　
「
不
動
産
所
有
権
論
の
現
代
的
課
題
：
実
物
不
動
産
の
物
の
体
系
に
お
け
る
位
置
」
吉
田
克
己
＝
片
山
直
也
編
『
財
の
多
様
化

と
民
法
学
』
商
事
法
務
研
究
会
六
六
八
―
六
八
七
頁
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月

　

⑶�　
「
原
子
力
災
害
補
償
専
門
部
会
（
昭
和
33
年
）
と
「
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
」
⑸
」
獨
協
法
学
九
三
号
一
六
七
―

四
二
〇
頁
、
二
〇
一
四
年
四
月

　

⑷�　
「
原
子
力
災
害
補
償
専
門
部
会
（
昭
和
33
年
）
と
「
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
」
⑹
」
獨
協
法
学
九
四
号
一
三
二
―

二
〇
二
頁
、
二
〇
一
四
年
八
月
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⑸�　
「
フ
ラ
ン
ス
の
財
の
法
の
理
論
と
課
題
：
不
動
産
所
有
権
に
つ
い
て
」
比
較
法
研
究
七
六
号
一
三
二
―
一
四
〇
頁
、
二
〇
一
四

年
一
二
月

　

⑹　
「
欧
米
の
空
家
対
策
：
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
」
日
本
不
動
産
学
会
誌
一
一
〇
号
三
二
―
三
六
頁
、
二
〇
一
四
年
一
二
月

　

⑺�　
「「
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
」
昭
和
46
年
改
正
と
事
業
者
責
任
制
限
⑴
」
獨
協
法
学
号
九
五
号
一
四
八
―
二
一
四
頁
、

二
〇
一
四
年
一
二
月

　

⑻�　
「
過
少
利
用
時
代
の
土
地
所
有
権
：
フ
ラ
ン
ス
」
法
社
会
学
八
一
号
一
〇
五
―
一
一
六
頁
、
二
〇
一
五
年
三
月

　

⑼�　

“Disaster�and�Protection�of�T
enants�in�Japanese�Law

:�General�Principles�in�T
im

e�of�Em
ergencies

”,�in,�T
he�

Berkeley�Law
�Journal�of�Issues�In�Legal�Scholarship,�V

olum
e�11,�Issue�1,�Pages�45-67,�M

arch�2015.

三　

判
例
研
究
・
批
評

　
　
　

�

判
例
評
釈
「
福
島
第
一
原
発
事
故
避
難
者
の
自
殺
と
原
賠
法
３
条
１
項
及
び
民
法
７
２
２
条
２
項
」『
新
判
例W

atch

』
一
六

号
（
二
〇
一
五
年
四
月
号
）
八
三
―
八
六
頁
、
二
〇
一
五
年
三
月

六　

六
法
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

　
　

�　
「
借
地
借
家
法
第
５
条
」（
二
九
―
三
五
頁
）、「
借
地
法
第
８
条
」（
三
〇
五
頁
）、「
災
害
と
借
地
借
家
」（
三
四
〇
―
三
四
五
頁
）

田
山
輝
明
＝
澤
野
順
彦
＝
野
澤
正
充
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
借
地
借
家
法
』
所
収
、
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
四
年
五
月

八　

学
会
活
動

　

⑴�　

報
告
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
所
有
権
論
と
過
少
利
用
・
危
険
利
用
問
題
」（
日
本
法
社
会
学
会
、
大
阪
大
学
）
二
〇
一
四
年

五
月
一
〇
日

　

⑵�　

報
告
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
財
の
法
」
の
理
論
と
課
題
：
不
動
産
所
有
権
」（
比
較
法
学
会
、
立
命
館
大
学
）
二
〇
一
四
年
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六
月
七
日

　

⑶�　

報
告
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
空
家
対
策
・
空
地
対
策
」（
土
地
法
学
会
関
東
支
部
、
明
治
学
院
大
学
）
二
〇
一
五
年
二
月
二
八

日

　

⑷�　

報
告
《N

uclear�D
isaster�and�Rum

or�Related�Loss�in�Japan

》,�in,�Law
�and�Society�A

ssociation,�the�50th�

N
ational�Conference,�M

inneapolis,�M
N
,�U

SA
,�M

inneapolis�H
ilton�H

otel,�M
ay�27,�2014

　

⑸�　

報
告
《N

uclear�D
am

age�Com
pensation�Regim

e�in�Japan�-�W
ho�Bears�the�U

ltim
ate�Risk?

》,�in,�the�14th�

International�Conference�of�European�A
ssociation�for�Japanese�Studies�(EA

JS),�T
he�U

niversity�of�Ljubljana,�

Ljubljana,�Slovenia,�A
ugust�29,�2014

　
　

藤　

田　

貴　

宏

二　

論
文

　

⑴　
「
相
続
と
嫁
資
合
意
―
現
代
的
慣
用
と
は
何
か
―
（
二
）」
獨
協
法
学
九
三
号
（
二
〇
一
四
年
四
月
）
六
九
―
一
四
一
頁

　

⑵　
「
相
続
と
嫁
資
合
意
―
現
代
的
慣
用
と
は
何
か
―
（
三
）」
獨
協
法
学
九
四
号
（
二
〇
一
四
年
八
月
）
一
―
八
〇
頁

　

⑶　
「
相
続
と
嫁
資
合
意
―
現
代
的
慣
用
と
は
何
か
―
（
四
）」
獨
協
法
学
九
五
号
（
二
〇
一
四
年
一
二
月
）
六
九
―
一
四
九
頁

五　

翻
訳

　

⑴　
「
普
通
ザ
ク
セ
ン
法
に
お
け
る
嫁
資
合
意
」
獨
協
法
学
九
三
号
（
二
〇
一
四
年
四
月
）
四
四
九
―
四
七
五
頁

　

⑵　
「
普
通
ザ
ク
セ
ン
法
に
お
け
る
寡
婦
相
続
権
と
嫁
資
合
意
」
獨
協
法
学
九
四
号
（
二
〇
一
四
年
八
月
）
三
〇
三
―
三
三
一
頁
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⑶�　
「
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
法
に
お
け
る
配
偶
者
相
続
権
と
嫁
資
合
意
―
ダ
ー
フ
ィ
ト
・
メ
ヴ
ィ
ウ
ス『
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
法
注
解
』か
ら
―
」

獨
協
法
学
九
五
号
（
二
〇
一
四
年
一
二
月
）
一
五
一
―
一
八
三
頁

　
　

吉　

川　

信　

將

三　

判
例
研
究
・
批
評

　
　

�　
「
株
式
準
共
有
者
の
一
人
に
よ
る
議
決
権
行
使
を
会
社
が
認
容
す
る
こ
と
の
可
否
（
東
京
高
判
平
成
二
四
年
一
一
月
二
八
日
）」

法
学
研
究
八
七
巻
四
号
三
一
頁
―
四
二
頁
（
平
成
二
六
年
四
月
）

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　

⑴　

公
認
会
計
士
試
験
試
験
委
員

　

⑵　
「
社
労
士
が
知
っ
て
お
く
べ
き
会
社
法
①
」東
京
都
社
会
保
険
労
務
士
会
会
報
四
一
一
号
一
九
頁
―
二
一
頁（
平
成
二
七
年
二
月
）

　

⑶　
「
社
労
士
が
知
っ
て
お
く
べ
き
会
社
法
②
」東
京
都
社
会
保
険
労
務
士
会
会
報
四
一
二
号
二
九
頁
―
三
一
頁（
平
成
二
七
年
三
月
）

八　

学
会
活
動

　
　
　

東
京
ビ
ジ
ネ
ス
ロ
ー
研
究
会
報
告
「
改
正
会
社
法
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
五
年
三
月
一
三
日
）
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神　

馬　

幸　

一

一　

著
書
・
編
著

　
　
　

大
野
真
義
＝
加
藤
久
雄
＝
飯
島
暢
＝
島
田
良
一
＝
神
馬
幸
一
『
刑
法
各
論
』
世
界
思
想
社
（
二
〇
一
四
年
六
月
）

二　

論
文

　

⑴　
「
ヒ
ト
由
来
生
物
学
的
材
料
に
関
す
る
ド
イ
ツ
法
体
系
」
慶
應
法
学
二
九
号
（
二
〇
一
四
年
四
月
）
一
三
五
―
一
七
七
頁

　

⑵�　
「
法
的
守
秘
義
務
に
関
す
る
倫
理
的
多
義
性
」
生
命
倫
理
二
四
巻
一
号
（
二
〇
一
四
年
九
月
）
一
〇
七
―
一
一
五
頁
（
二
〇
一
四

年
度
日
本
生
命
倫
理
学
会
若
手
論
文
奨
励
賞
受
賞
論
文
）

　

⑶�　
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
血
液
事
業
の
法
的
枠
組
（
含
：
現
行
ド
イ
ツ
『
輸
血
法
』
条
文
訳
）」
静
岡
大
学
法
政
研
究
一
九
巻
一
号

（
二
〇
一
四
年
一
〇
月
）
一
三
四
―
九
五
頁

　

⑷�　
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
臓
器
移
植
医
療
の
法
的
規
制
状
況
（
含
：
新
旧
オ
ー
ス
ト
リ
ア
臓
器
移
植
関
連
法
条
文
訳
）」
静
岡

大
学
法
政
研
究
一
九
巻
二
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）
一
九
八
―
一
五
一
頁

　

⑸�　
「
現
行
臓
器
移
植
法
に
お
い
て
残
さ
れ
た
課
題
に
関
す
る
覚
書
―
―
日
本
臓
器
移
植
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
の
応
答
を
受
け

て
―
―
」
静
岡
大
学
法
政
研
究
一
九
巻
三
＝
四
号
（
二
〇
一
五
年
三
月
）
五
二
―
二
九
頁

三　

判
例
研
究
・
批
評

　
　

�　
「
治
療
行
為
の
中
止
（
川
崎
協
同
病
院
事
件
：
最
三
小
決
平
成
二
一
年
一
二
月
七
日
）」
山
口
厚
＝
佐
伯
仁
志
（
編
）『
刑
法
判

例
百
選
Ⅰ
：
総
論
（
第
七
版
）』
有
斐
閣
（
二
〇
一
四
年
八
月
）
四
四
―
四
五
頁
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七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　

⑴�　
「
医
療
事
故
調
査
制
度
の
在
り
方
」
神
奈
川
県
保
険
医
協
会
医
療
問
題
研
究
会
：
神
奈
川
県
保
険
医
協
会
（
二
〇
一
四
年
五
月

一
〇
日
）

　

⑵�　
「
医
療
と
法
」
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ケ
ア
支
援
機
構
「
医
療
の
倫
理
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
入
門
コ
ー
ス
：
藤
枝

市
立
総
合
病
院
（
二
〇
一
五
年
二
月
一
四
日
）

八　

学
会
活
動

　
　

�　
「
個
別
発
表
：
医
師
に
課
さ
れ
る
法
的
守
秘
義
務
の
変
容
？
―
―
最
決
平
成
二
四
年
二
月
一
三
日
に
関
す
る
管
見
―
―
」
第

四
四
回
日
本
医
事
法
学
会
：
中
央
大
学
駿
河
台
記
念
（
二
〇
一
四
年
一
一
月
三
〇
日
）

　
　

張　
　
　

睿　

暎

二　

論
文

　
　

�　
「
韓
国
に
お
け
る
知
財
の
動
き
」
高
林
龍
・
三
村
量
一
・
竹
中
俊
子
編
『
年
報
知
的
財
産
権
法
二
〇
一
四
』
日
本
評
論
社

（
二
〇
一
四
年
一
二
月
）
二
三
六
―
二
四
七
頁

三　

判
例
研
究
・
批
評

　
　

�　
「
知
的
財
産
法
№1
釣
り
ゲ
ー
タ
ウ
ン
２
事
件
」
速
報
判
例
解
説
編
集
委
員
会
（
編
）『
新
・
判
例
解
説W

atch

（
法
学
セ
ミ
ナ
ー

増
刊
速
報
判
例
解
説
Vol.�

14
）』
日
本
評
論
社
（
二
〇
一
四
年
四
月
）
二
五
三
―
二
五
六
頁

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他
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⑴�　
「
韓
国
が
先
行
し
た
二
つ
の
制
度
～
第
５
回
日
韓
著
作
権
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
終
え
て
」
月
刊
コ
ピ
ラ
イ
ト
五
二
巻
六
三
六
号

（
二
〇
一
四
年
四
月
）
一
八
―
二
四
頁

　

⑵�　
「
著
作
物
流
通
円
滑
化
の
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
著
作
権
取
引
所
の
導
入
に
関
す
る
研
究
」
電
気
通
信
財
団
Ｔ
Ａ
Ｆ
研
究
助
成

　

⑶�
「
著
作
物
流
通
円
滑
化
の
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
著
作
権
取
引
所
に
関
す
る
研
究
」
文
部
科
学
省
科
学
研
究
補
助
費
（
若
手
研
究
Ｂ
課

題
番
号
二
六
七
八
〇
〇
七
五
）

八　

学
会
活
動

　

⑴�　
「
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
流
通
の
現
状
と
課
題
―
集
中
管
理
制
度
と
消
尽
論
に
焦
点
を
あ
て
て
―
」
知
財
学
会
コ
ン
テ
ン
ツ
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
分
科
会
第
23
回
研
究
会
（
二
〇
一
四
年
五
月
二
八
日
東
京
理
科
大
学
神
楽
坂
キ
ャ
ン
パ
ス
）

　

⑵�　
「
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
流
通
促
進
の
た
め
の
制
度
設
計
―
韓
国
お
よ
び
英
国
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
著
作
権
取
引
所
（
Ｄ
Ｃ
Ｅ
）

構
想
を
参
考
に
―
」
第
12
回
日
本
知
財
学
会
学
術
研
究
発
表
会
（
講
演
番
号
１
Ｂ
４
）（
二
〇
一
四
年
一
一
月
二
九
日
東
京
理
科

大
学
葛
飾
キ
ャ
ン
パ
ス
）

　
　

納　

屋　

雅　

城

三　

判
例
研
究

　
　
　
「
権
利
能
力
な
き
社
団
と
登
記
請
求
権
の
代
位
行
使
」
獨
協
法
学
九
四
号
（
二
〇
一
四
年
八
月
）
二
八
三
―
三
〇
一
頁
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齋　

藤　
　
　

実

一　

著
書
・
編
著

　
　

�　

分
担
執
筆
「
刑
事
手
続
に
お
け
る
強
姦
罪
等
の
非
親
告
罪
化
―
米
兵
女
子
中
学
生
暴
行
事
件
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
刑
法
改
正
を
踏

ま
え
て
」『
沖
縄
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
２
』（
二
〇
一
五
年
、
大
月
書
店
）

二　

論
文

　
　

�　
「
少
年
刑
事
手
続
に
関
す
る
二
〇
一
四
年
少
年
法
改
正
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
少
年
法
制
の
現
在
」
獨
協
法
学
九
四
号

（
二
〇
一
四
年
）

三　

判
例
研
究
・
批
評

　
　

�　
「
図
利
加
害
目
的
に
よ
る
資
金
提
供
及
び
虚
偽
の
記
載
の
あ
る
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
―
ア
ク
セ
ス
事
件
第
一
審
判
決
（
神

戸
地
方
裁
判
所
判
決
平
成
二
四
年
一
二
月
二
五
日
）」『
経
済
刑
事
裁
判
例
に
学
ぶ
不
正
予
防
・
対
応
策　

法
的
・
会
計
的
視
点
か

ら
』（
二
〇
一
五
年
、
経
済
法
令
）

四　

書
評

　
　

�　
「
太
田
達
也
著
『
刑
の
一
部
執
行
猶
予
―
犯
罪
者
の
改
善
更
生
と
再
犯
防
止
』」
自
由
と
正
義
（
二
〇
一
五
年
）
Vol.�

66�

№
２

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　
　

�　
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
に
つ
い
て
―
刑
務
所
の
中
で
子
ど
も
を
育
て
る
試
み
―
」
日
本
犯
罪
社
会
学
会　

第
41
回

大
会
要
旨
集
（
二
〇
一
五
年
）
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八　

学
会
活
動

　
　
　
「
犯
罪
者
を
親
に
持
つ
子
ど
も
の
法
的
支
援
の
必
要
性
―
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
場
合
」（
犯
罪
社
会
学
会
第
四
一
回
京
都
産
業
大
学
）

国
際
関
係
法
学
科

　
　

一
之
瀬　

高　

博

一　

著
書

　
　

�　

東
壽
太
郎
・
松
田
幹
夫
編
著
『
国
際
社
会
に
お
け
る
法
と
裁
判
』（
分
担
執
筆
「
第
七
章　

国
際
裁
判
で
争
わ
れ
た
事
件
の
概

要

―
四　

海
洋
の
法
的
地
位
お
よ
び
海
洋
境
界
画
定
に
関
す
る
国
際
法
の
制
度
、
五　

海
洋
境
界
画
定
に
関
す
る
国
際
判
決
、

六
海
洋
境
界
画
定
と
日
本
」）
国
際
書
院
（
二
〇
一
四
年
一
一
月
）
二
三
一
―
二
七
二
頁

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　

⑴�　
「
国
際
社
会
に
お
け
る
温
暖
化
対
策
の
進
展
と
日
本
の
対
応
―
―
京
都
議
定
書
の
第
一
約
束
期
間
の
終
了
を
手
が
か
り
に
―
―
」

平
成
二
十
五
年
度
・
二
十
六
年
度
草
加
市
・
獨
協
大
学
地
域
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
『
大
学
と
行
政
に
よ
る
ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
構
築
に
関
す
る
研
究
』
研
究
報
告
書
（
二
〇
一
五
年
三
月
）
三
三
―
四
三
頁

　

⑵�　

草
加
市
・
獨
協
大
学
共
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
地
域
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
を
考
え
る
―
―
ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
実
現
に

向
け
て
」（
司
会
）、
二
〇
一
四
年
十
一
月
十
五
日
、
獨
協
大
学
天
野
貞
祐
記
念
館
大
講
堂
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岡　

垣　

知　

子

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　

⑴�　
「
日
本
外
交
に
お
け
る
価
値
観
の
効
用
」
“Japanʼs�ʻV

alue-oriented�D
iplom

acy:�Evaluating�Its�U
tility�and�

Effectiveness,

”（
日
本
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
価
値
観
を
基
軸
と
し
た
日
本
外
交
の
活
性
化
」
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
、

二
〇
一
四
年
四
月
）

　

⑵�　
「
ケ
ネ
ス
・
ウ
ォ
ル
ツ
の
国
際
政
治
理
論
と
日
本
に
お
け
る
そ
の
受
容
」
同
志
社
大
学
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
会
発
表

（
二
〇
一
四
年
七
月
）

　

⑶�　

“Making�Sense�of�A
sian�Regionalism

:�Challenges�and�O
pportunities,

”（Labex

地
域
主
義
比
較
セ
ミ
ナ
ー
発
表
、

二
〇
一
四
年
一
一
月
）

　

⑷　

“Challenges�and�O
pportunities�for�A

sian�Regionalism
,

”（
パ
リ
高
等
師
範
学
校
研
究
会
報
告
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
）

　

⑸�　

“Norm
s�of�A

sian�Regionalism
?�A

�Com
parative�Perspective,

”（
パ
リ
第
七
大
学
・
国
立
東
洋
言
語
文
化
大
学
日
本
研

究
セ
ン
タ
ー
共
催
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
規
範
、
相
互
依
存
、
統
治
」
セ
ミ
ナ
ー
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
発
表
、
二
〇
一
五
年
二
月
）

八　

学
会
活
動

　

⑴�　

日
本
国
際
政
治
学
会　

研
究
企
画
委
員
（
二
〇
一
四
年
六
月
ま
で
）

　

⑵　

日
本
国
際
政
治
学
会　

制
度
設
計
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
委
員
（
二
〇
一
四
年
七
月
～
）

　

⑶　

パ
リ
第
一
大
学
地
理
学
研
究
所
招
待
教
授
（
二
〇
一
四
年
一
〇
月
～
一
一
月
）
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⑷　

国
立
東
洋
言
語
文
化
大
学
客
員
研
究
員
（
二
〇
一
四
年
九
月
～
二
〇
一
五
年
三
月
）

　
　

鈴　

木　

淳　

一

七　

そ
の
他

　

⑴　

中
央
大
学
国
際
関
係
法
研
究
会

　
　

�　
「
国
際
保
健
規
則
（IH

R2005

）
と
国
際
法
学
一
般
へ
の
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」（
於　

中
央
大
学
）（
二
〇
一
四
年
九
月

二
七
日
）

　

⑵　
「
解
説　

国
際
関
係
法
（
公
法
系
）」
中
央
大
学
真
法
会
編

　
　
　
『
司
法
試
験　

論
文
解
説
と
合
格
答
案　

平
成
二
六
年
』（
法
学
書
院
）
三
九
八
―
四
〇
四
頁
（
二
〇
一
四
年
一
二
月
）

　
　

多
賀
谷　

一　

照

二　

論
文

　

⑴　
「
災
害
と
地
域
社
会
―
災
害
対
策
法
の
改
正
を
通
し
て
」
地
域
総
合
研
究
七
巻

　

⑵　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
論
点
：
住
基
ネ
ッ
ト
を
踏
ま
え
て
」
都
市
問
題
一
〇
五
号

六　

六
法
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

　
　
　
「
入
管
法
大
全
」（
加
除
出
版
）（
共
著
者
：
高
宅
茂
）
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八　

学
会
活
動

　
　
　

自
治
体
危
機
管
理
学
会
理
事

　
　

成　

嶋　
　
　

隆

一　

著
書
・
編
著

　

⑴　

共
編
著
『
教
育
法
の
現
代
的
争
点
』（
日
本
教
育
法
学
会
創
立
四
〇
周
年
記
念
出
版
、
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
四
年
七
月
）

　

⑵　

共
編
『
教
育
基
本
法
と
教
育
再
生
実
行
戦
略
』（
日
本
教
育
法
学
会
年
報
四
四
号
、
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
年
三
月
）

二　

論
文

　
　
　

�「
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
再
訪
⑵
」
獨
協
法
学
九
三
号
（
二
〇
一
四
年
四
月
）

六　

六
法
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

　
　
　

六
法
編
集
『
教
育
小
六
法
二
〇
一
五
年
版
』（
学
陽
書
房
、
二
〇
一
五
年
一
月
）

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　

⑴　

時
評
「
安
倍
流
教
育
『
改
革
』
―
―
〈
第
２
ラ
ウ
ン
ド
〉
の
争
点
」（
に
い
が
た
の
教
育
情
報
一
一
四
号
、
二
〇
一
四
年
四
月
）

　

⑵　

時
評
「『
八
重
山
教
科
書
問
題
』
に
つ
い
て
の
考
察
」（
に
い
が
た
の
教
育
情
報
一
一
五
号
、
二
〇
一
四
年
七
月
）

　

⑶�　

座
談
会
報
告
「
教
育
の
自
由
を
め
ぐ
る
今
日
的
課
題
に
ど
う
取
り
組
む
か
」（
座
談
会
「
崩
さ
れ
る
身
近
な
『
表
現
の
自
由
』」

法
と
民
主
主
義
二
〇
一
四
年
一
一
月
号
（
№
４
９
３
））

八　

学
会
活
動
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⑴　

日
本
教
育
法
学
会
事
務
局
担
当
理
事

　

⑵　

日
本
教
育
法
学
会
年
報
編
集
委
員
会
（
委
員
長
）

　

⑶　

日
本
教
育
法
学
会
創
立
四
〇
周
年
記
念
誌
編
集
委
員
会
（
委
員
長
）

　
　

山　

田　

恒　

久

二　

論
文

　
　

�　
「
最
近
の
裁
判
例
に
見
る
連
結
点
の
基
礎
と
な
る
事
実
の
手
続
上
の
扱
い
」〈
単
著
〉『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
お
け
る
政
治
・
法
・

経
済
・
環
境
・
言
語
分
野
』
所
収
（
星
野
昭
吉
編
著
）
平
成
二
七
年
二
月
・
テ
イ
ハ
ン

三　

判
例
研
究
・
批
評

　
　

�　
「
国
際
裁
判
管
轄
の
合
意
を
理
由
に
訴
え
が
却
下
さ
れ
た
事
例
」（
平
成
二
六
年
一
月
一
四
日
東
京
地
判
）」〈
単
著
〉
平
成
二
六

年
一
〇
月
・
新
・
判
例
解
説W

atch

（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
・
速
報
判
例
解
説　

Vol.�

15
）

　
　

宗　

田　

貴　

行

二　

論
文

　

⑴�　
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
集
団
的
被
害
救
済
制
度
の
改
革
～
競
争
制
限
禁
止
法
へ
の
利
益
返
還
命
令
制
度
の
導
入
～
」
国
際
商
事
法

務
四
二
巻
七
号
二
〇
一
四
年
七
月
一
〇
一
八
―
一
〇
二
六
頁
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⑵�　
「N

ew
�D

evelopm
ents�of�Collective�Legal�Protection�in�Germ

any�and�Japan

」ZEIT
SCH

RIFT
�FÜ

R�

JA
PA

N
ISCH

ES�RECH
T

　

三
七
号
二
〇
一
四
年
七
月
一
八
五
―
二
〇
二
頁

　
　

Ｊ
・
ラ
シ
ー
ン

二　

論
文

　

⑴�　

Racine,�J.�P.,�H
igginbotham

,�G.,�&
�M

unby,�I.

（
二
〇
一
四
年
六
月
）.�Exploring�non-native�norm

s:�A
�new

�

direction�in�w
ord�association�research.�V

ocabulary�Education�and�Research�Bulletin,�3

（2

）,�13-15.

　

⑵�　

Racine,�J.�P.（
二
〇
一
四
年
一
二
月
）.�Reaction�T

im
e�M

ethodologies�and�Lexical�A
ccess�in�A

pplied�Linguistics.�

V
ocabulary�Learning�and�Instruction,�3

（1

）,�66-70.

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　

⑴�　

Cue�order�and�prior�tasks�as�prim
es�in�second�language�w

ord�association.�A
A
A
L/CA

A
L;�T

oronto,�Canada.

（
二
〇
一
五
年
三
月
二
一
日
）

　

⑵�　

Procedural�prim
ing�in�second�language�w

ord�association.�Lexical�Studies�Research�N
etw

ork�Conference�

2015; �Cardiff�U
niversity,�U

K
.

（
二
〇
一
五
年
二
月
二
〇
日
）

　

⑶�　

U
sing�learnersʼ�L1�w

ord�association�profiles�as�an�alternative�to�native�speaker�norm
s.�A

ILA
�W

orld�

Congress; �Brisbane,�A
ustralia.

（w
ith�T

.�Fitzpatrick,�

二
〇
一
四
年
八
月
一
一
日
）

　

⑷�　

Creating�a�H
igh-ability.�L2�W

ord�A
ssociation�N

orm
s�D

atabase.�T
he�3rd�A

nnual�JA
LT

�V
ocabulary�SIG�
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Sym
posium

;�K
yushu�Sangyo�U

niversity,�Fukuoka.

（w
ith�G.�H

igginbotham
�and�I.�M

unby,�

二
〇
一
四
年
六
月
一
四

日
）

八　

学
会
活
動

　

⑴　

Review
er�-�International�Journal�of�Bilingualism

（
二
〇
一
五
年
～
）

　

⑵　

Review
er�-�Language�Learning

（
二
〇
一
四
年
～
）

　

⑶　

Review
er�-�V

ocabulary�Learning�and�Instruction�（V
LI

）（
二
〇
一
三
年
～
）

　

⑷　

Review
er�-�V

ocabulary�Education�and�Research�Bulletin�（V
ERB

）（
二
〇
一
二
年
～
）

総
合
政
策
学
科

　
　

木　

藤　
　
　

茂

二　

論
文

　

⑴　
「
公
文
書
管
理
と
行
政
法
」『
獨
協
法
学
』
第
九
三
号
一
八
七
―
二
三
四
頁
（
平
成
二
六
年
四
月
）

　

⑵�　
「
行
政
機
関
と
行
政
庁
」
高
木
光
＝
宇
賀
克
也
編
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
・
行
政
法
の
争
点
』
一
七
二
―
一
七
三
頁
（
有
斐
閣
、

平
成
二
六
年
九
月
）

三　

判
例
研
究
・
批
評

　
　

�　
「
町
の
事
業
計
画
へ
の
協
力
要
請
に
応
じ
て
民
間
会
社
が
買
収
し
た
土
地
に
つ
き
、
町
長
の
交
代
に
よ
り
施
策
が
変
更
さ
れ
た
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こ
と
を
受
け
て
会
社
が
町
に
買
取
り
を
求
め
た
場
合
に
、町
が
こ
れ
を
拒
否
し
て
も
不
法
行
為
に
は
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」

『
判
例
時
報
』
第
二
二
三
五
号
一
四
〇
―
一
四
五
頁
（『
判
例
評
論
』
第
六
七
〇
号
二
―
七
頁
）（
判
例
時
報
社
、
平
成
二
六
年

一
二
月
）

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　
　

�　

独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
『
平
成
二
六
年
度
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
修
Ⅲ
（
公
文
書
管
理
研
修
Ⅲ
）』
に
お
け
る
講
義
（
講
演
）

「
公
文
書
管
理
特
論
①
―
公
文
書
管
理
と
行
政
法
―
」（
平
成
二
六
年
九
月
三
〇
日
）

　
　

柴　

田　

平
三
郎

一　

著
書
・
編
著

　
　
　

共
同
執
筆
：
杉
田
敦
・
川
崎
修
編
著
『
西
洋
政
治
思
想
資
料
集
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
四
年
九
月
一
六
日

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　
　
　

エ
ッ
セ
イ
：「
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
現
代
性
」「
図
書
」
二
〇
一
四
年
七
月
号
、
岩
波
書
店

　
　

福　

永　

文　

夫

一　

著
書
・
編
著

　

⑴　
『
日
本
占
領
史1945-1952　

東
京
・
沖
縄
・
ワ
シ
ン
ト
ン
』
中
公
新
書
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
（
単
著
）
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⑵�　
『
戦
後
と
は
何
か
―
政
治
学
と
歴
史
学
と
の
対
話
（
上
・
下
）』
丸
善
出
版
、
二
〇
一
四
年
六
月
（
河
野
康
子
法
政
大
学
教
授
と

の
共
編
）

七　

そ
の
他

　

⑴　
「
日
米
合
作
だ
っ
た
戦
後
改
革
」『
文
藝
春
秋
ス
ペ
シ
ャ
ル
』
二
〇
一
五
年
三
月
（
単
著
）

　

⑵　
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
は
こ
う
し
て
つ
く
ら
れ
た
」『
Ｔ
Ｂ
Ｓ
調
査
月
報
』
二
〇
一
五
年
三
・
四
月
号
（
単
著
）

　
　

大　

川　
　
　

俊

一　

著
書
・
編
著

　
　
　

共
著
『
新
・
会
社
法
講
義
―
現
代
企
業
と
法
の
展
開
―
』（
二
〇
一
四
年
七
月
、
八
千
代
出
版
）

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　
　
　

草
加
市
男
女
共
同
参
画
審
議
会
委
員
（
二
〇
一
四
年
五
月
よ
り
）

八　

学
会
活
動

　

⑴�　

個
別
報
告
「
監
査
役
の
任
務
懈
怠
責
任
と
責
任
限
定
契
約
～
セ
イ
ク
レ
ス
ト
事
件
（
大
阪
地
裁
平
成
二
五
年
一
二
月
二
六
日
判

決
）
の
検
討
～
」（
二
〇
一
四
年
七
月
一
八
日
、
日
本
監
査
研
究
学
会
課
題
別
研
究
部
会
、
於
：
明
治
大
学
）

　

⑵�　

共
同
報
告
「
監
査
役
監
査
と
公
認
会
計
士
監
査
と
の
連
携
の
あ
り
方
―
中
間
報
告
―
」（「
第
七
章　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
連
携

の
状
況
」
を
担
当
）（
二
〇
一
四
年
九
月
二
七
日
、
日
本
監
査
研
究
学
会
第
三
七
回
全
国
大
会
、
於
：
愛
知
工
業
大
学
）

　

⑶　

個
別
報
告
「
ア
メ
リ
カ
の
状
況
」（
二
〇
一
五
年
二
月
一
七
日
、
日
本
監
査
研
究
学
会
課
題
別
研
究
部
会
、
於
：
明
治
大
学
）
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若　

尾　

岳　

志

二　

論
文

　
　

�　
「
チ
ェ
コ
の
性
刑
法
の
変
遷
」、
高
橋
則
夫
・
松
原
芳
博
・
松
澤
伸
編
集
委
員
『
野
村
稔
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』
七
五
五
―

七
七
八
頁
、
成
文
堂
、
二
〇
一
五
年
三
月
二
〇
日

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　

⑴�　

竹
中
要
一
・
若
尾
岳
志
「
木
構
造
編
集
距
離
に
基
づ
く
都
道
府
県
例
規
集
構
造
の
類
似
性
評
価
」
言
語
処
理
学
会
第
二
一
回
年

次
大
会
発
表
論
文
集
掲
載
（
二
〇
一
五
年
三
月
）

　

⑵　

八
潮
市
外
部
評
価
委
員
（
平
成
二
六
年
）

　
　

作　

内　

由　

子

二　

論
文

　
　

�　
「
一
九
三
〇
年
代
オ
ラ
ン
ダ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
の
組
織
変
容
」『
千
葉
大
学
法
学
論
集
』
第
二
十
九
巻
第
一
・
二
号
、
二
四
一

―
二
七
六
頁

八　

学
会
活
動

　
　
　
「
戦
間
期
オ
ラ
ン
ダ
の
議
院
内
閣
制
―
議
会
外
内
閣
の
機
能
と
限
界
」
日
本
比
較
政
治
学
会
、
東
京
大
学
、
二
〇
一
四
年
六
月
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